
試 験 項 目 試験規格 特例判定基準・対象品及び備考
★組成表示 適正であること
★取扱表示 適正であること
★サイズ表示 適正であること

★原産国表示 適正であること

★外観・縫製 異常がないこと
★耐洗濯性 異常がないこと
（製品で実施） 　　頭囲　　　±3％ ・水洗い可表示のもの
取扱い表示の方法 　その他　　 ±4％ ・乾燥は取扱い取扱い表示の方法に従う
に従う 3級以上

3-4級 以上
☆耐商業ウェット 異常がないこと ・家庭洗濯不可かつｳｪｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ可の商品に適用

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ性 　　頭囲　　　±3％
　その他　　 ±4％

取扱い表示に従う 3-4級以上
3-4級以上

☆耐商業ドライ 異常がないこと

クリーニング性 　　頭囲　　　±3％
　その他　　 ±4％

取扱い表示に従う 3-4級以上
3-4級以上

★耐光 JISＬ0842 3（2）級以上 （　）はデメリット表示のあるもの

☆洗濯 JISＬ0844 3-4（3）級以上/2級以上 水洗い可表示のもの。（　）はデメリット表示のあるもの

3-4級以上 異色濃淡組合せ

★汗 JISＬ0848 3-4（3）級以上/2級以上 ドライのみ表示のもの及び皮革は除外
3-4級以上 異色濃淡組合せ。（　）はデメリット表示のあるもの

☆水 JISＬ0846 3-4（3）級以上/2級以上 ドライのみ表示のもの。（　）はデメリット表示のあるもの

3-4級以上 異色濃淡組合せ

★摩擦 JISＬ0849 3-4（3）級以上 (　)濃色に適用
1-2級以上

☆ドライ JISＬ0860 4級以上/3級以上 ドライクリーニング可表示のもの
4級以上 異色濃淡組合せ

　汗耐光 JISＬ0860 3級以上
　酸素系漂白 JISL0889 4級 以上 ・酸素系漂白表示品に適用

☆  遊離ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄJ゙ISＬ1041

特定芳香族アミン 厚労省令による

※試験基準は予告なしで変更する場合がありますから、ご不明な点がございましたら当所までご連絡をください。
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都消費生活条例
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出生後24ヶ月以内の乳幼児用のもの ・全色全ﾊﾟｰﾂ（素材・副資材・付属品）が基準値以内
である
　ことを保障すること（製品での試験を必ず行うこと）
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ドライクリーニング可表示のもの

外観・縫製

寸法変化率

変退色

★必須項目
☆選択項目　　無印は任意 14.　帽子(雑材・皮革等)

判  定  基  準

都消費生活条例

頭囲
不当景品類および
不当表示防止法
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